
重 要 事 項 説 明 書 
デイサービスセンター いきいきプラザ 

 
 利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業所から利用者に説明すべき事項
は次のとおりです。 
 
１．事業者の概要 

法人名 社会福祉法人 博愛会 

法人所在地 岐阜県不破郡垂井町宮代１１５３－２ 

代表者名 理事長 原 紘 

法人の設立年月 平成１３年８月１３日 

電話番号 ０５８４－２４－１２１０ 

 
２. 事業所の概要 

事業所の名称 デイサービスセンターいきいきプラザ 

事業所指定番号 ２１７２４００１６６ 

サービスの種類 通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業 

事業所の所在地 岐阜県不破郡垂井町宮代１１５３－２ 

電話番号 ０５８４－２４－１２１０ 

指定年月日・事業所番号 
平成１４年８月３日 

岐阜県指令高第 2172400166 

設立年月 平成１８年４月１日 

管理者氏名 沖田 里美 

通常の事業の実施地域 
不破郡内全域、養老町、大垣市上石津町、大垣市
国道２５８号線以西とする 

利用定員 ３０人 

                               

３．事業の目的と運営の方針 

事業所の目的 

要介護または要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ可

能な限り自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持
または向上を目指し、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安
心して日常生活を過ごすことができるようサービスを提供すること
を目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法
その他関係法令および契約書の定めに基づき、関係する市町村や事
業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と連携し、利用者の要介
護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防
のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 



４．営業日及び営業時間 

 
５．職員の配置 

 
６．職員の勤務体制 

 
７. サービスの概要 

介護保険給付サービス 

種  類 内        容 

基
本
サ
ー
ビ
ス 

食事サービス 

・栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者の身体状況
に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

 （但し、食費は給付対象外です） 
 食事時間 昼食 １２：００～１３：００ 

      間食 １５：３０～１５：４５ 

入浴サービス 
・入浴又は清拭を行います。 
・車いす等でも機械浴槽を使用し入浴することができます。 

生活指導 
（相談・援助等） 

・ ご利用者およびそのご家族からのいかなる相談についても
誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努め
ます。 （相談窓口）生活相談員、介護職員 

機能訓練 

（通所介護のみ） 

・ ご利用者の状況に応じて機能減退防止のための適切な訓

練・指導を行います。 

送迎サービス 
・ 当事業所へご自分で来所が困難な方は、リフトつきの送迎

車で送迎を行います。 

選
択
サ
ー
ビ
ス 

運動器機能向上 
サービス 

・ 運動器の機能向上を目的として個別的に機能訓練サービス
を行います。 

栄養改善 
 サービス 

・ 低栄養状態の改善を目的として個別的に栄養改善サービス
を行います。 

口腔機能向上 
 サービス 

・ 口腔機能向上を目的として、個別的に口腔清掃、摂食・嚥
下機能の指導訓練を行います。 

営業日 月曜日から土曜日とする。 

サービス提供時間 午前９時から午後４時５分まで 

休業日 １２月３１日、１月１日、１月３日 日曜日 

職種 常勤 非常勤 

管理者 １名（兼務）  ０ 

生活相談員  ２名（兼務） １名（兼務） 

介護職員 ３名（兼務） ９名（内、1名兼務） 

看護職員 ２名（兼務）  ０ 

機能訓練指導員 １名  ０ 

職種 勤務体制 

管理者、生活相談員、介護職
員、看護職員、機能訓練指導員 

日勤（８：００ ～ １７：００） 



  【注】選択サービスは、総合事業が対象者となります。 
 
○ご家族で準備していただくもの 

バスタオル（1 枚）、上靴、タオル（1 枚）、薬（昼食分のみ）、着替え（必要な
方）など 
※持ち物には、総てにお名前の記入をお願いします。 

 
８. 利用料 

サービスを利用した場合の利用料及びその他の費用は、以下の通りです。 
 

（１）介護保険適用分 
利用料は「利用者負担割合」によります。下記表は１割負担額の利用料を示します。 

■通所介護                            （円／日） 

 

■総合事業                            （円／月） 

項  目 利用回数 要支援１ 要支援２ 

介護サービス費 

１回につき 
４３６ 

（1～４回） 
４４７ 

（1～８回） 

１月につき １７９８ ３６２１ 

同一建物に対する送迎減算 

１回につき 
▲９４ 

（1～４回） 

▲９４ 

（1～８回） 

１月につき ▲３７６ ▲７５２ 

サービス提供体制強化加（Ⅲ） ２４ ４８ 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数に９.０％を乗じた単位数 

 
 
 

項  目 
要介護
１ 

要介護
２ 

要介護
３ 

要介護 
４ 

要介護 
５ 

① 介護サービス 
（７時間以上８時間未満） 

６５８ ７７７ ９００ １０２３ １１４８ 

② 入浴介助加算（Ⅰ） ４０／日 

③ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６／日 

④ 個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０／月 

⑤ ADL維持等加算（Ⅰ） ３０／月 

⑥ ADL維持等加算（Ⅱ） ６０／月 

⑦ 科学的介護推進体制加算 ４０／月 

⑧ 送迎を行わない場合 ▲４７／片道 

⑧ 同一建物に対する減算 ▲ ９４／日 

⑨ サービス提供体制加算Ⅲ （要介護）６／回 

⑩ 介護職員処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数に９．０％を乗じた単位数 



（２）介護保険外（各サービス共通） 

①食費 ６９０ 円／日 

②おむつ代 実費 

③レクリエーションに係る費用 実費 

  
９. 利用料のお支払い方法 

      利用料は、前月分をまとめて当月の１０日までに請求します。支払いは当月２８
日までです。支払方法は、指定口座に振り込んでください。 

 
１０. 利用の中止、変更、追加 

利用予定日の前に、利用者の都合により、サービス利用を中止又は変更することが 
できます。この場合は、サービス実施日の前日または、当日８時までに申し出て 
ください。 

①  サービスが、介護保険の適用を受ける場合、原則として利用料の介護保険
負担割合証に記載された割合でお支払いいただきます。  

② 提供を受けるサービスが介護保険の適用を受けない部分については、利用
料全額をお支払いいただきます。 

 
１１．提供するサービス 

当事業所が、あなたに提供するサービスは以下の通りです。 
 
（１）通所介護または、総合事業サービス 

① このサービス提供にあたっては、要介護または要支援状態の軽減もしくは、要介
護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。 

② サービスの提供は、懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もし分か
らないことがありましたら、いつでも担当職員に遠慮なくご質問ください。 

③ サービスの提供に用いる設備、器具等については、安全、衛生に常に注意します。 
④ 送迎をご利用するに当たり、ご家族不在の場合であっても、ご自宅まで送迎を行

います。またご家族不在時の場合には、帰宅の際の安全確認、施錠確認、連絡
帳への帰発着時間の記録を行います。 

 
（２）介護サービス計画 

①当施設では、ご利用者の心身の状況やご希望、環境を踏まえて、個別の目標を達
成するための具体的なサービス内容を記載した介護サービス計画を作成します。 

② この介護サービス計画は、ケアプランが作成されている場合は、それに沿って
作成するものとします。 

③ 私のケアプラン（居宅サービス計画）に関する私事の個人・家族情報について、

サービス担当者会議などに於いて提供されます。 
 

１２. サービス提供の記録 
   通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービ 

ス提供記録を整備した日から５年間保存します。 
 
１３. 守秘義務について 

     施設及び従業者は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保守します。 
また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の 



内容としています。 
 
 

１４. 身体拘束の禁止 
     原則として、ご利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束し 

 ます。ただし、緊急やむを得ない理由により、拘束をせざるを得ない場合には、事 
前にご利用者及び、そのご家族へ十分な説明によって同意を得るとともに、その態 
様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由につい 
て記録します。 

 
１５. 損害賠償について 

当施設において、施設の責任によりご利用者に生じた損害については、施設は、 
速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

     ただし、損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められた場合には、 
ご利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合に 
は、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 
 

附 則 

 
    制定  平成１８年 ４月 １日 

    改定  平成２１年 ４月 １日 介護保険改定により 
    改定  平成２１年 ９月 １日 職員の員数の変更 

改定  平成２２年 ８月 １日 管理者変更 
改定  平成２３年 １月 １日 守秘義務・身体拘束・事故補償追記 

    改定  平成２３年 ４月 １日 サービス提供体制強化加算Ⅰ追記 
    改定  平成２４年 ４月 １日 介護保険改定により・管理者変更 
    改定  平成２４年 ６月 １日 提供時間・昼食代変更 
    改定  平成２４年 ８月 １日 レクリエーションに係る費用の追加 
    改定  平成２５年 ７月 １日 提供するサービス④・介護サービス③サービ 

ス提供の記録の追加 職員の員数の変更 
    改定  平成２５年１０月 １日 職員の員数の変更 
    改定  平成２５年１１月 １日 職員の員数の変更 
    改定  平成２６年 ３月 １日 職員の員数の変更 
    改定  平成２６年 ４月 １日  介護保険改定により 
    改定  平成２７年 ４月 １日 介護保険改定により 

改定  平成２７年 ８月 １日 利用料割合の改定にて 
改定  平成２８年 ４月 １日 サービス提供体制加算の変更 
改定  平成２９年 ６月 １日 管理者・職員の員数の変更 
改定  平成２９年 ８月 １日 総合事業に伴う改定 
改定  平成３１年 ２月１５日 営業日・利用料の改訂、介護予防の削除 
改定  令和元年 １０月 １日 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ追加 
改定  令和 ２年 ６月 １日 職員の員数の変更 
改定  令和 ３年 ４月 １日 介護保険改定により・職員の員数の変更 
改定  令和 ６年 ４月 １日 介護保険改定により 
改定  令和 ６年 ６月 １日 介護保険改定 8利用料変更 
改定  令和 ６年 ８月 ３日 代表者名変更 
改定  令和 ７年 ４月 １日 昼食代変更 
改定  令和 ７年１１月 １日 職員の員数の変更 利用曜日の変更 



           



 
 
 

令和   年   月   日 
 
 
 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明 
しました。 

 
 
 
デイサービスセンター いきいきプラザ 
 

            説明者     氏 名               
 
 
 私は、本書面に基づいて事業者からの重要事項の説明を受け同意します。 
 
 

           ご利用者 住 所 

 
                氏 名               

 
 

代筆者（ご利用者との続柄：         ） 

住 所 
 

氏 名               


